
「不法就労・不法滞在」の防止
にご協力ください。

小倉北警察署からのお願い

不法就労となるのは、次の３つの場合です

あの...不法就労って何ですか？

小倉北警察署 ０９３－５８３－０１１０

外国人を雇用するときは身分確認をしてください

・ 不法滞在している人

・ 不法滞在の疑いがある人

・ 不法就労をあっせんしている人

在留カードに記載の在留期間や、就労制限の有無、資格外活動許可欄や在留カードの顔写真を必ず
確認してください。


